
 

議

案

第

十

五

号 

 
 

 

港

区

立

み

な

と

芸

術

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

八

年

二

月

十

八

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

清 

家 
 

 

愛 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

み

な

と

芸

術

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

み

な

と

芸

術

セ

ン

タ

ー

条

例

（

令

和

五

年

港

区

条

例

第

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

十

二

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

３ 

前

二

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

区

長

は

、

必

要

と

認

め

る

と

き

は

、

使

用

料

を

後

納

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。 

 
 

 

付 

則 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

み

な

と

芸

術

セ

ン

タ

ー

の

使

用

料

の

後

納

を

可

能

と

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


